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多久市の収入の一部とするため、有料広告を掲載しています。
くわしくは、情報課 広報広聴係　☎７５－２２８０　死koho@city.taku.lg.jp

広 告

■�
対
象
者

　
次
の
①
、
②
に
当
て
は
ま
る
人

　
①
佐
賀
県
在
住
で
原
則
60
歳
以
上
の
人

　
②�

受
講
後
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

入
会
を
希
望
す
る
人

■
内
　
容　

�

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
管
理
員
の

役
割
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
設

備
の
仕
組
み
、
清
掃
作
業
の

実
習
を
取
り
入
れ
た
講
習�

■
申
込
締
切
日　

�

10
月
２1
日
㈭
ま
で

問  ��（
公
社
）�

佐
賀
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
会�

☎
20

－

２
０
１
１

1０
月
1８
日
㈪
〜
2４
日
㈰
は

 

行
政
相
談
週
間
で
す

　

年
金
や
福
祉
、
税
金
、
道
路
、
登
記
な

ど
毎
日
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
役
所
の
仕

事
へ
疑
問
や
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま

す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
多
久
市
役
所
で
の
行
政
相
談

　

○�

日
時　

10
月
18
日
㈪　

10
時
～
15
時

　
　
　

※
1２
時
～
13
時
を
除
く

　

○�

会
場　

４
階　

大
会
議
室
東

問  �

佐
賀
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

�

☎
22

－
２
６
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「
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
」
の

 

火
災
に
注
意
！

　
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
は
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
、
電
子
た
ば

こ
や
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
、
身
近

な
電
化
製
品
に
幅
広
く
使
用
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
数
年
、
誤
っ
た
使
い
方
な
ど

に
よ
る
火
災
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

■
火
災
を
防
ぐ
た
め
に

　

○
製
品
に
強
い
衝
撃
を
与
え
な
い
。

　

○
高
温
に
な
る
場
所
に
放
置
し
な
い
。

　

○
定
め
ら
れ
た
充
電
方
法
に
従
う
。

　

○�

変
形
し
て
い
る
、熱
く
な
っ
て
い
る
、

変
な
臭
い
が
す
る
な
ど
の
異
変
を
感

じ
た
ら
使
用
し
な
い
。

※�

製
品
の
取
扱
説
明
書
を
よ
く
読
み
、
適

正
に
使
用
し
ま
し
ょ
う

問  �

佐
賀
広
域
消
防
局�
予
防
課

�

☎
３３

－

６
７
６
５

〝
お
忘
れ
な
く
〟
土
地
取
引
後
は

利
用
目
的
と
価
格
の
届
出
が
必
要
で
す

　
「
国
土
利
用
計
画
法
」
に
基
づ
き
一
定

面
積
以
上
の
土
地
を
売
買
な
ど
で
取
引
し

た
場
合
、
買
主
は
契
約
締
結
日
を
含
め
２

週
間
以
内
に
、
土
地
の
利
用
目
的
や
取
引

価
格
な
ど
を
土
地
の
所
在
す
る
市
町
村
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の
届
出

を
し
た
り
す
る
と
６
か
月
以
下
の
懲
役
、

ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
届
出
が
必
要
な
土
地
の
面
積

　
都
市
計
画
区
域
内

�

　　

５
，
０
０
０
㎡
以
上

　
都
市
計
画
区
域
外

�

　
１
０
，
０
０
０
㎡
以
上
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都
市
計
画
課�

都
市
計
画
係

�

☎
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1０
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

～
み
な
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
、
き
れ
い
な

川
や
海
が
保
た
れ
ま
す
。�

浄
化
槽
設
置
へ

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
～

　
浄
化
槽
と
は
、
水
洗
ト
イ
レ
や
台
所
、

ふ
ろ
場
な
ど
か
ら
の
汚
水
を
処
理
し
、
き

れ
い
な
水
に
す
る
施
設
で
す
。
浄
化
槽

は
微
生
物
が
汚
水
の
中
の
汚
物
を
食
べ
、

き
れ
い
な
水
に
す
る
働
き
を
利
用
し
て

い
ま
す
。

■�

浄
化
槽
は
維
持
管
理
と
保
守
点
検
が
必

要
で
す

　�　

浄
化
槽
は
適
正
な
維
持
管
理
を
行
わ

な
い
と
、
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
な

く
な
り
、
放
流
水
が
河
川
な
ど
の
汚
れ

の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
定
期
的
に
機
械
の
点
検
・
補

修
や
消
毒
剤
の
補
給
、
浄
化
槽
内
に
た

ま
っ
た
汚
泥
の
汲
み
取
り
清
掃
が
必
要

で
す
。

■�

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
へ
補
助
金
を
交

付
し
ま
す

　�　

住
宅
、
店
舗
、
事
業
所
そ
の
他
の
建

築
物
（
建
売
住
宅
は
除
く
）
に
浄
化
槽

を
設
置
す
る
場
合
は
、
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
地
域
と
公

共
下
水
道
の
事
業
計
画
区
域
内
で
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
。
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